
平
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二
十
八
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領
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第
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平
成
二
十
八
年
十
一
月
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十
二
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内
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時
代
理

国

務

大

臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
運
用
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
運
用
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七

号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
に
お
い
て
、
行
政
機
関
の
長
等
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
四
項
に

規
定
す
る
行
政
機
関
の
長
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
九
項
に
規

定
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
を
実

施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
指
針
（
平
成
二
十
六
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示

第
四
号
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
特
定
個
人
情
報
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人

情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
重
大
事
故
の
発
生
に
伴
い
、
行
政
機
関
の
長
等
が
リ
ス
ク
の
分
析
及
び
リ
ス
ク
を

軽
減
す
る
措
置
（
以
下
「
リ
ス
ク
対
策
等
」
と
い
う
。
）
を
見
直
す
場
合
等
に
お
い
て
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ

い
て
重
要
な
変
更
（
番
号
利
用
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
な
変
更
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
加
え
よ
う
と

す
る
と
き
に
該
当
し
、
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
を
再
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
評
価
書
（
番
号
利
用
法
第

二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
評
価
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
修
正
に
つ
い
て
は
、
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
に
関
す

一



る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
に
お
い
て
、

行
政
機
関
の
長
等
が
重
大
事
故
を
発
生
さ
せ
た
場
合
そ
の
他
当
該
評
価
書
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
重
要

な
変
更
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
速
や
か
に
当
該
評
価
書
を
修
正
す
る
旨
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、

行
政
機
関
の
長
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
に
照
ら
し
、
適
切
に
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
実
施
又
は
修
正
を
行
う
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
日
本
年
金
機
構
に
お
け
る
個
人
番
号
利
用
事
務
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
利
用
事
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
始
に
向
け
、
平
成
二
十
七
年
三
月
に
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
を
実
施
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
同
年
五
月
に
は
、
同
機
構
に
お
い
て
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
情
報
流
出
事
案
が
発
生
し
た
が
、
同
機
構
は
、

当
該
情
報
流
出
事
案
を
受
け
て
「
業
務
改
善
計
画
」
を
取
り
ま
と
め
、
年
金
個
人
情
報
の
適
切
な
保
護
及
び
管
理
を
確
保
す

る
た
め
の
組
織
面
、
技
術
面
並
び
に
業
務
運
営
面
で
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
強
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
同
大
臣
は
、
同
機
構
に
お
い
て
、
当
該
取
組
に
よ
り
、
実
質
的
に
当
該
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
に
お
け
る
個
人
番
号

利
用
事
務
の
開
始
に
向
け
た
リ
ス
ク
対
策
等
を
確
実
に
実
行
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
特
定
個
人
情
報

保
護
評
価
に
つ
い
て
、
そ
の
再
実
施
を
行
う
必
要
は
な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

二



一
方
で
、
同
大
臣
は
、
同
機
構
が
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
情
報
照
会
及
び
情
報
提
供
（
番
号
利

用
法
第
十
九
条
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
及
び
提
供
を
い
う
。
）
等
を
開
始
す
る
こ
と
に
向

け
た
リ
ス
ク
対
策
等
に
つ
い
て
の
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
再
実
施
及
び
規
則
第
十
四
条
に
基
づ
く
当
該
情
報
流
出
事
案

に
つ
い
て
の
評
価
書
の
修
正
を
速
や
か
に
行
う
予
定
で
あ
る
。
当
該
再
実
施
に
お
い
て
は
、
同
機
構
に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策
の
強
化
の
取
組
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
適
切
に
反
映
す
る
予
定
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
引
き
続
き
、
番
号
利
用

法
等
に
基
づ
き
、
個
人
番
号
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
適
切
な
利

用
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

不
正
ア
ク
セ
ス
防
止
対
策
を
含
め
、
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
指
針
に
お
い

て
、
評
価
書
の
記
載
事
項
と
し
て
、
特
定
個
人
情
報
を
入
手
す
る
際
の
漏
え
い
又
は
紛
失
に
係
る
「
リ
ス
ク
に
対
す
る
措
置

の
内
容
」
や
、
特
定
個
人
情
報
が
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
す
る
リ
ス
ク
に
対
す
る
「
技
術
的
対
策
」
等
、
リ
ス
ク
対
策
等

に
係
る
項
目
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

当
該
項
目
は
、
事
故
発
生
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
リ
ス
ク
対
策
等
の
検
討
の
際
に
用
い
ら
れ
る
項
目
と
な
っ
て
い
る
こ

三



と
か
ら
、
日
本
年
金
機
構
に
お
い
て
発
生
し
た
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
情
報
流
出
事
案
等
を
踏
ま
え
て
行
政
機
関
の
長
等
が

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
を
見
直
す
際
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
適
切
な
項
目
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
指
針
の
見
直
し
を

行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
不
正
ア
ク
セ
ス
等
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事
故
が
発
生
し
た
事
業
主
体
等
に
対
す
る
安
全
管
理
措
置
の
再
確
認
は

誰
が
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
番
号
利
用
法
第
十
二
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
（
同
条
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
個
人
番
号
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
（
以
下
「
安
全
管
理
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
漏
え
い
等
が
発
生
し
た
場
合
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十

一
日
以
前
は
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
。
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
番
号
利
用
法
第
二
十
八
条
の
四
等
の
規
定

に
基
づ
き
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
等
か
ら
、
漏
え
い
等
が
発
生
し
た
原
因
、
安
全
管
理
措
置
を
含
む
再
発
防
止
策

等
に
つ
い
て
の
報
告
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
は
八
十
三
件
、
平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
九
月
ま

で
の
間
は
六
十
六
件
が
報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
委
員
会
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
へ
の
立
入

四



検
査
や
、
苦
情
あ
っ
せ
ん
相
談
窓
口
を
通
じ
た
情
報
の
収
集
等
に
よ
り
、
安
全
管
理
措
置
の
実
施
状
況
を
含
む
特
定
個
人
情

報
の
取
扱
い
に
関
す
る
実
態
を
把
握
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
指
導
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。ま

た
、
委
員
会
は
、
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
事
業
者
編
）
（
平
成
二
十
六
年
特
定

個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
五
号
）
及
び
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
行
政
機
関
等
・

地
方
公
共
団
体
等
編
）
（
平
成
二
十
六
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
六
号
）
を
策
定
及
び
公
表
し
て
い
る
ほ
か
、

特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
、平
成
二
十
七
年
度
及
び
平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

経
済
団
体
、
地
方
公
共
団
体
等
が
主
催
す
る
説
明
会
等
（
以
下
「
説
明
会
等
」
と
い
う
。
）
に
講
師
の
派
遣
を
行
っ
て
お
り
、

説
明
会
等
の
回
数
は
合
計
三
百
八
十
六
回
で
あ
り
、
説
明
会
等
の
参
加
者
は
合
計
約
五
万
九
千
人
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
特
定

個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
の
分
か
り
や
す
い
資
料
、
参
考
と
な
る
事
例
等
を
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
い
る
。

引
き
続
き
、
委
員
会
が
こ
の
よ
う
な
取
組
を
行
っ
て
、
安
全
管
理
措
置
の
実
施
状
況
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
に

つ
い
て
の
実
態
の
把
握
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
の
周
知
及
び
指
導
等
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、

五



政
府
と
し
て
、
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
発
生
の
防
止
が
行
わ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

七
か
ら
九
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
共
通
的
な
基
盤
」
、
「
具
体
的
な
責
任
者
」
及
び
「
情
報
シ
ス
テ
ム
の
導
入
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

災
害
対
策
に
関
す
る
個
人
番
号
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
番
号
利
用
法
第
九
条
の
規
定
に
お
い
て
、
災
害
救
助
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
よ
る
救
助
又
は
扶
助
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律

第
二
百
二
十
三
号
）
に
よ
る
被
災
者
台
帳
の
作
成
に
関
す
る
事
務
及
び
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十

六
号
）
に
よ
る
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
が
こ
れ
ら
の
事
務

に
関
し
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
事
務
の
効
率
化
や
国
民
の
利
便
性
向
上
等
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
状
況
を
見
な
が
ら
、
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
事
務
に
つ
い
て
、

個
人
番
号
の
利
用
を
促
し
て
ま
い
り
た
い
。

六


